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ⅠⅠⅠⅠ    動物動物動物動物のののの愛護及愛護及愛護及愛護及びびびび管理管理管理管理にににに関関関関するするするする法律法律法律法律（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

（（（（昭和昭和昭和昭和４８４８４８４８年年年年１０１０１０１０月月月月１１１１日法律第日法律第日法律第日法律第１０５１０５１０５１０５号号号号））））    

（（（（目的目的目的目的））））        

第第第第１１１１条条条条  この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の

保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及

び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及

び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を

図ることを目的とする。  

（（（（基本原則基本原則基本原則基本原則））））        

第第第第２２２２条条条条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦し

めることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り

扱うようにしなければならない。  

２  何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適

切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うた

めの環境の確保を行わなければならない。  

（（（（動物動物動物動物のののの所有者又所有者又所有者又所有者又はははは占有者占有者占有者占有者のののの責務等責務等責務等責務等））））        

第第第第７７７７条条条条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及

び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管

することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しく

は財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努め

なければならない。  

２  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正し

い知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。  

３  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。  

４  動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、

できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること（以下「終生飼養」という。）に努めな

ければならない。  

５  動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、

繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。  

６  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置

として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。  

７  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めること

ができる。  

（（（（犬及犬及犬及犬及びびびび猫猫猫猫のののの繁殖制限繁殖制限繁殖制限繁殖制限））））        

第第第第３７３７３７３７条条条条  犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を

与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能

にする手術その他の措置をするように努めなければならない。  

２  都道府県等は、第３５条第１項本文の規定による犬又は猫の引取り等に際して、前項に規定する措

置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。  

    

資資資資    料料料料 
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（（（（罰則罰則罰則罰則））））    

第第第第４４４４４４４４条条条条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、２年以下の懲役又は２００万円以下の罰金

に処する。  

２  愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持する

ことが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であっ

て疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛

護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他

の虐待を行った者は、１００万円以下の罰金に処する。  

３  愛護動物を遺棄した者は、１００万円以下の罰金に処する。  

４  前３項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。  

（１）牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる  

（２）前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの  

 

ⅡⅡⅡⅡ    家庭動物等家庭動物等家庭動物等家庭動物等のののの飼養及飼養及飼養及飼養及びびびび保管保管保管保管にににに関関関関するするするする基準基準基準基準（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

（（（（平成平成平成平成１４１４１４１４年年年年５５５５月月月月２８２８２８２８日環境省告示第日環境省告示第日環境省告示第日環境省告示第３７３７３７３７号号号号））））    

第第第第１１１１    一般原則一般原則一般原則一般原則    

１ 家庭動物等の所有者又は占有者（以下「所有者等」という。）は、命あるものである家庭動物等の適

正な飼養及び保管に責任を負う者として、動物の健康及び安全を保持しつつ、その生態、習性及び生理

を理解し、愛情をもって家庭動物等を取り扱うとともに、その所有者は、家庭動物等をその命を終える

まで適切に飼養（以下「終生飼養」という。）するように努めること。 

２ 所有者等は、人と動物との共生に配慮しつつ、人の生命、身体又は財産を侵害し、及び生活環境を害

することがないよう責任をもって飼養及び保管に努めること。 

３ 家庭動物等を飼養しようとする者は、飼養に先立って、当該家庭動物等の生態、習性及び生理に関す

る知識の習得に努めるとともに、将来にわたる飼養の可能性について、住宅環境及び家族構成の変化や

飼養する動物の寿命等も考慮に入れ、慎重に判断するなど、終生飼養の責務を果たす上で支障が生じな

いよう努めること。 

第第第第３３３３    共通基準共通基準共通基準共通基準    

１ 健康及び安全の保持 

所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の種類、生態、習性及び生理に応じた必要な運動、休息及

び睡眠を確保し、並びにその健全な成長及び本来の習性の発現を図るように努めること。 

（１）家庭動物等の種類、発育状況等に応じて適正に餌(えさ)及び水を給与すること。 

（２）疾病及びけがの予防等の家庭動物等の日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負

傷した家庭動物等については、原則として獣医師により速やかに適切な措置が講じられるようにするこ

と。みだりに、疾病にかかり、又は負傷した動物の適切な保護を行わないことは、動物の虐待となるお

それがあることを十分認識すること。また、家庭動物等の訓練、しつけ等は、その種類、生態、習性及

び生理を考慮した適切な方法で行うこととし、みだりに、殴打、酷使すること等は、虐待となるおそれ

があることを十分認識すること。 

（３）所有者等は、適正な飼養及び保管に必要なときは、家庭動物等の種類、生態、習性及び生理を考

慮した飼養及び保管のための施設（以下「飼養施設」という。）を設けること。飼養施設の設置に当たっ

ては、適切な日照、通風等の確保を図り、施設内における適切な温度や湿度の維持等適切な飼養環境を

確保するとともに、適切な衛生状態の維持に配慮すること。 

２ 生活環境の保全 

（１）所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等が公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建

物等を損壊し、又はふん尿その他の汚物、毛、羽毛等で汚すことのないように努めること。 

（２）所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等を、みだりに、排せつ物の堆積した施設又は他
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の動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養及び保管することは虐待とな

るおそれがあることを十分認識し、家庭動物等のふん尿その他の汚物、毛、羽毛等の適正な処理を行う

とともに、飼養施設を常に清潔にして悪臭、衛生動物の発生の防止を図り、周辺の生活環境の保全に努

めること。 

３ 適正な飼養数 

所有者等は、その飼養及び保管する家庭動物等の数を、適切な飼養環境の確保、終生飼養の確保及び周

辺の生活環境の保全に支障を生じさせないよう適切な管理が可能となる範囲内とするよう努めること。

また、適切な管理を行うことができない場合、虐待となるおそれがあることを十分認識すること。 

４ 繁殖制限 

所有者は、その飼養及び保管する家庭動物等が繁殖し、飼養数が増加しても、適切な飼養環境及び終生

飼養の確保又は適切な譲渡が自らの責任において可能である場合を除き、原則としてその家庭動物等に

ついて去勢手術、不妊手術、雌雄の分別飼育等その繁殖を制限するための措置を講じること。 

５ 動物の輸送 

所有者等は、家庭動物等の輸送に当たっては、次の事項に留意し、動物の健康及び安全の確保並びに動

物による事故の防止に努めること。 

（１）家庭動物等の疲労及び苦痛をできるだけ小さくするため、なるべく短い時間による輸送方法を選

択するとともに、輸送時においては必要に応じ適切な休憩時間を確保すること。 

（２）家庭動物等の種類、性別、性質等を考慮して、適切に区分して輸送する方法をとるとともに、輸

送に用いる容器等は、動物の安全の確保及び動物の逸走を防止するために必要な規模及び構造のものを

選定すること。 

（３）輸送中の家庭動物等に適切な間隔で給餌及び給水するとともに、適切な温度、湿度等の管理、適

切な換気の実施等に留意すること。 

６ 人と動物の共通感染症に係る知識の習得等 

（１）所有者等は、その所有し、又は占有する家庭動物等と人に共通する感染性の疾病について、動物

販売業者が提供する情報その他の情報をもとに、獣医師等十分な知識を有する者の指導を得ることなど

により、正しい知識を持ち、その飼養及び保管に当たっては、感染の可能性に留意し、適度な接触にと

どめるなどの予防のために必要な注意を払うことにより、自らの感染のみならず、他の者への感染の防

止にも努めること。 

（２）家庭動物等に接触し、又は家庭動物等の排せつ物等を処理したときは、手指等の洗浄を十分行い、

必要に応じ消毒を行うこと。 

７ 逸走防止等 

所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、逸走した場

合には、自らの責任において速やかに捜索し捕獲すること。 

（１）飼養施設は、家庭動物等の逸走の防止に配慮した構造とすること。 

（２）飼養施設の点検等、逸走の防止のための管理に努めること。 

（３）逸走した場合に所有者の発見を容易にするため、マイクロチップを装着する等の所有明示をする

こと。 

９ 緊急時対策 

所有者等は、関係行政機関の指導、地域防災計画等を踏まえて、地震、火災等の非常災害に際してとる

べき緊急措置を定めるとともに、避難先における適正な管理が可能となるための移動用の容器、非常食

の用意等、避難に必要な準備を行うよう努めること。非常災害が発生したときは、速やかに家庭動物等

を保護し、及び家庭動物等による事故の防止に努めるとともに、避難する場合には、できるだけ同行避

難及びその家庭動物等の適切な避難場所の確保に努めること。 

第第第第５５５５    猫猫猫猫のののの飼養及飼養及飼養及飼養及びびびび保管保管保管保管にににに関関関関するするするする基準基準基準基準    

１ 猫の所有者等は、周辺環境に応じた適切な飼養及び保管を行うことにより人に迷惑を及ぼすことのな
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いよう努めること。 

２ 猫の所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等猫の健康及び安全の保持並びに周辺環境の保全

の観点から、当該猫の屋内飼養に努めること。屋内飼養以外の方法により飼養する場合にあっては、屋

外での疾病の感染防止、不慮の事故防止等猫の健康及び安全の保持を図るとともに、頻繁な鳴き声等の

騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないように努め

ること。 

３ 猫の所有者は、繁殖制限に係る共通基準によるほか、屋内飼養によらない場合にあっては、去勢手術、

不妊手術等繁殖制限の措置を講じること。 

４ 猫の所有者は、やむを得ず猫を継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養するこ

とのできる者に当該猫を譲渡するように努めること。なお、都道府県等に引取りを求めても、終生飼養

の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、これが拒否される可能性が

あることについて十分認識すること。 

５ 猫の所有者は、子猫の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないよう努めるととも

に、法第２２条の５の規定の趣旨を考慮し、適切な時期に譲渡するよう努めること。また、譲渡を受け

る者に対し、社会化に関する情報を提供するよう努めること。 

６ 飼い主のいない猫を管理する場合には、不妊去勢手術を施して、周辺地域の住民の十分な理解の下に、

給餌及び給水、排せつ物の適正な処理等を行う地域猫対策など、周辺の生活環境及び引取り数の削減に

配慮した管理を実施するよう努めること。 

第第第第７７７７    そのそのそのその他他他他    

所有者等は、動物の逸走、放し飼い等により、野生動物の捕食、在来種の圧迫等の自然環境保全上の問

題が生じ、人と動物との共生に支障が生じることがないよう十分な配慮を行うこと。 

第第第第８８８８    準用準用準用準用    

家庭動物等に該当しない犬又は猫については、当該動物の飼養及び保管の目的に反しない限り、本基準

を準用する。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    山口市山口市山口市山口市のののの生活環境生活環境生活環境生活環境のののの保全保全保全保全にににに関関関関するするするする条例条例条例条例（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

（（（（平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年１０１０１０１０月月月月１１１１日条例第日条例第日条例第日条例第１２９１２９１２９１２９号号号号））））    

    ((((目的目的目的目的))))    

第第第第１１１１条条条条 この条例は、山口市環境基本条例(平成１７年山口市条例第１２８号)に掲げる基本理念にのっ

とり、市民が健康な心身を保持し、安全かつ快適な生活を営むことができる生活環境の確保に必要な事

項を定め、もって健康で文化的な生活の実現に寄与することを目的とする。 

    ((((市市市市のののの責務責務責務責務))))    

第第第第３３３３条条条条 市は、良好な環境を確保するために必要な施策を策定し、実施するものとする。 

２ 市は、前項の施策を効果的に実施するため、良好な環境の保全に関する意識の啓発及び知識の普及

に努めなければならない。 

３ 市は、良好な環境の侵害に関する相談があったときは、速やかにその実情を調査し、適切な処理を

するよう努めなければならない。 

４ 市は、良好な環境を確保するため、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和４８年法律第１０５号)

第２条の規定を踏まえ、動物の適正な飼養を促進するための必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

((((市民市民市民市民のののの責務責務責務責務))))    

第第第第４４４４条条条条 市民は、常に良好な環境の保全に関する意識を高め、自ら所有又は占有する土地及び建物を良

好な状態に保ち、互いに協力して地域の良好な環境の確保に努めるとともに、市が実施する良好な環境

の確保に関する施策に協力しなければならない。 

    ((((動物動物動物動物のののの所有者及所有者及所有者及所有者及びびびび占有者占有者占有者占有者のののの責務責務責務責務))))    
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第第第第３９３９３９３９条条条条 動物の所有者及び占有者は、動物の愛護及び管理に関する法律及び山口県飼犬等取締条例

(昭和４７年山口県条例第５２号)その他関係法令の規定を遵守することによる適正な飼養及び管理に努

めるとともに、動物の飼養場所及びその周辺の清潔の保持に努め、鳴き声、ふん尿その他の原因により、

人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない。 

    ((((猫猫猫猫のののの飼養飼養飼養飼養))))    

第第第第４２４２４２４２条条条条 猫を飼養する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 屋内飼養を基本とし、屋内飼養によらない場合にあっては、自ら飼養していることを明らかにする

ための措置を講ずること。 

(2) 飼養する猫のふんにより、公共の場所又は他人が所有若しくは占有する土地、建物若しくは工作物

を汚さないこと。 

((((勧告及勧告及勧告及勧告及びびびび命令命令命令命令))))    

第第第第４３４３４３４３条条条条 市長は、犬を飼養する者が第４１条各号の規定に違反していると認めるときは、ふんの持ち

帰り、若しくはふんによって生じた汚損を回復すべきことを勧告し、又は命ずることができる。 

２ 市長は、猫を飼養する者が前条各号の規定に違反していると認めるときは、自ら飼養していること

を明らかにするための措置を採るべきことを、若しくはふんによって生じた汚損を回復すべきことを勧

告し、又は命ずることができる。 

((((違反違反違反違反のののの公表公表公表公表))))    

第第第第４６４６４６４６条条条条 市長は、第９条第２項、第１０条、第１３条、第２０条各項、第２５条、第４３条各項若し

くは前条第３項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わないとき、又は第１１条第１項の規定

に違反して届出に係る開発行為をした者があった場合において、良好な環境を保全するために必要があ

ると認めるときは、その旨を公表することができる。 

（（（（罰則罰則罰則罰則））））    

第第第第５０５０５０５０条条条条 第２０条第１項又は第４３条第１項若しくは第２項(猫のふんにより生じた汚損を回復する

ための命令に限る。)の規定による命令に違反した者は、２万円以下の罰金に処する。 

    


